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　　　税務課

〒187－8701

小平市小川町二丁目

　　　　1333番地　

�042（341）
　 　 1 211（代表）

◇小平市ホームページ　http://www.city.kodaira.tokyo.jp　　　◇電子メール　info@city.kodaira.tokyo.jp

平成１９年（２００７年）

◇小平市携帯電話・Ｌモード用ホームページ　メニューリスト内［行政］［テレモ自治体情報］からアクセスできます。

平成１６年５月１日現在

�住民基本台帳登録数　　　　 　前月比
　男　　 　８８，０６２人　　　　　４３６人増
　女　　 　８８，２０４人　　　　　６００人増
　計　　　１７６，２６６人　　　　１，０３６人増
世帯数　 ７７，１２８世帯　　　　８９９世帯増
�外国人登録数　　　　　　 　４，１６６人

人口と世帯数
市民税・都民税
固 定 資 産 税
特 集 号

所得税
住民税

住民税
所得税

移譲前 移譲後

モモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーースススススススススススススススススススススススススススススモデルケース 定率減税の廃止による負担変動（年額）

５％
10％ 13％

０円から
200万円以下

200万円超
700万円以下 700万円超

課税所得 課税所得０円から

10％
（都道府県民税４％、
　区市町村民税６％）

平成18年度まで 平成19年度から

●夫婦＋子ども２人の場合

負　担
増減額＝

税源移譲後

�

税源移譲前
給与収入

合　計所得税住民税合　計所得税住民税

０円９，０００円０円　９，０００円　９，０００円０円９，０００円３００万円

０円１９５，０００円５９，５００円�１３５，５００円�１９５，０００円１１９，０００円７６，０００円５００万円

０円４５９，０００円１６５，５００円�２９３，５００円�４５９，０００円２６３，０００円１９６，０００円７００万円

　市では、法律や条例などに基づいて税に関する事務を行っています。

　この特集号ではおもて面で、平成１９年６月から大きく変わった市民税・都民税（住民税）の内容、うら面で固定資産税のバリアフ

リー改修・耐震改修に伴う減額の適用や路線価など、日ごろから問合せの多い市の税金について、ご説明します。

●定率減税は景気対策のための特例措置として平成１１年度に導入されたもので
すが、経済状況の改善などを踏まえ廃止されました。平成１９年１月分からの
所得税、平成１９年６月以降に納めていただく住民税から適用されます。

●税源移譲による税負担は変わりません。定率減税が廃止されることにより、
税負担が増えます。

　税源移譲により、住民税（所得割）の税率が一律１０％にな
ります。
　多くの方の場合、住民税額が増えます。
　しかし国から地方への税源の移し替えが目的なので平成
１８年の所得税と住民税を合わせた額と、平成１９年の所得税
と住民税を合わせた額は基本的に変わりません。

※夫婦＋子ども２人の場合、子どものうち１人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★このほか、実際の負担増減額には、平成１９年から定率減税が廃止されるなどの影響があることにご留意ください。

●独身者の場合

負　担
増減額＝

税源移譲後

�

税源移譲前
給与収入

合　計所得税住民税合　計所得税住民税

０円１８８，５００円６２，０００円�１２６，５００円�１８８，５００円１２４，０００円６４，５００円３００万円

０円４２１，０００円１６０，５００円�２６０，５００円�４２１，０００円２５８，０００円１６３，０００円５００万円

０円７８１，０００円３７６，５００円�４０４，５００円�７８１，０００円４７４，０００円３０７，０００円７００万円

※子どものうち１人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

◆各モデルケースの住民税（年額）は、所得割に係るもので、
このほか均等割が課税されます。
◆小平市ホームページからも住民税の試算ができます。
　(http://www.city.kodaira.tokyo.jp トップページ→くら
しの情報→税金→個人の住民税へ）

２９３，５００円住 民 税

�

１９６，０００円住　民　税
△１４，７００円・定率減税

１６５，５００円所 得 税
２６３，０００円所　得　税
△２６，３００円・定率減税

４５９，０００円合　計４１８，０００円合　計

平成１８年 平成１９年

　国から地方へ３兆円の税源移譲が行われることに伴い、所得税と住民税の税率が変わりました。
　ほとんどの方は、すでに１月から所得税が減少しています。６月からはその減少分だけ、住民税が増加することになります。
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モモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーースススススススススススススススススススススススススススススモデルケース 税源移譲による負担変動（年額）

平成１９年から
税源移譲によって市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税）））））））））））））））））））））））））））））））））ががががががががががががががががががががががががががががががががが変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた市民税・都民税（住民税）が変わりました

税源移譲により、住民税額が変わりました

　今回の税源移譲では、国に納付される所得税を減らし、地方自治体に納付

される住民税を増やすことで、財源を国から地方に移します。これにより、

地方自治体は、地域の実情に応じたきめ細かい行政サービスを行うことがで

きるようになります。

※税源移譲は全国の地方自治体で実施されます。

税源移譲とは？税源移譲とは？

所得税：廃止
住民税：廃止

改　正　後

所得税：税額の１０％相当額を減額

　　　　（１２．５万円を限度）

住民税：税額の７．５％相当額を減額

　　　　（２万円を限度）

改　正　前

小平市財務部税務課

この面に関する

問 合 せ

市民税普通徴収係
�０４２（３４６）９５２２
市民税特別徴収係
�０４２（３４６）９５２３

所　得　税住　民　税所得の種類

平成１９年１月から

平成１９年６月から

給与所得

平成２０年３月の確定申告から
（予定納税は平成１９年７月から）

事業所得

平成１９年２月から年金所得

平成１９年１月から平成１９年１月から退職所得

税率が変わる時期税率が変わる時期

●夫婦＋子ども２人・給与収入７００万円（年額）の場合


